
計画名 第２次東広島市環境基本計画の一部（R4.3策定）

提出機関名 東広島市 対象
地域 東広島市全域

メイン課題 水質、貯留・涵養、水辺空間

計画概要
「水・水辺環境の保全・向上」を推進することで、「豊かな自然環境と共
生した快適に暮らせるまち」を目指し、計画全体では各種施策の実施によ
り「市民一人ひとりが ふるさとの環境をまもり・はぐくみ・つたえるま
ち」を目指す。

計画の特徴
市は複数の水系の源流域であり、「水が生まれるまち」といった認識のも
と、下流域に対する影響に配慮し、生活排水対策の推進とともに、市民や
事業者による水を汚さない取組や雨水利用等を促進し、健全な水質と水循
環の確保を推進。

【実施体制】 東広島市（計画策定主体）

地方
公共
団体

都道府県 -

政令指定都市 〇
市区町村 -

国の地方支分部局 〇
有識者 〇
事業者 〇

団体（NPOなど） 〇
住民 〇

その他（ ） -

計画対象地域

○計画体系 ○推進体制・進行管理

資料１－２

※上記は計画のうち、流域水循環との関連性が大きい施策を中心に記載。
※水循環に係る施策は多岐に渡るが、赤枠が特に水循環に係る施策の方針・取組みの柱。
※計画では、市街地エリア、里地里山エリア、里海エリアなどエリア別に環境配慮指針を作成。

• 計画の進捗状況や成果を評価
• 計画の見直しや市への提言

東広島市
環境審議会

評価・提言報告

市環境審議会、市経営戦略会議、エコネットひがし
ひろしま、市環境先進都市推進会議が連携・協働し、
取組みを促進。また、市審議会からの提言はHPに公
表し、市民等がチェックを行い、施策に反映。

【新規】「第２次東広島市環境基本計画」の一部の概要
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凡例（環境基準点）


